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高浜発電所３、４号機運転差止仮処分命令に対する 

保全異議の申立て等にかかる決定について 
 

本日、福井地方裁判所において、高浜発電所３、４号機の運転差止仮処分命令を取

り消す決定が出されました。 
 

当社は、平成２７年４月１４日に出された仮処分命令に対して、同月１７日、福井

地裁に保全異議の申立てを行って以降、高浜発電所３、４号機運転差止仮処分に係る

原審の決定が合理性を欠くこと、および高浜発電所の安全性が確保されていることに

ついて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。 
 

また、本日、大飯発電所３、４号機の運転差止を求める仮処分命令申立てについて

も却下するとの決定が出されました。 
 

本日の２つの決定は、高浜発電所・大飯発電所の安全性が確保されていることにつ

いてご理解いただいた結果であると考えております。 
    

当社は、今後とも原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上に努めるとともに、

引き続き、新規制基準への適合性にかかる審査・検査に真摯に対応し、立地地域をは

じめ、社会の皆さまのご理解を賜りながら、安全性が確認された原子力プラントの１

日も早い再稼動を目指してまいります。 
 

なお、現在、高浜発電所３、４号機については、原子力規制委員会による使用前検

査を受けているところであり、また、大飯発電所３、４号機については、原子力規制

委員会による新規制基準適合性に係る審査を受けているところであり、稼動していな

いため、本件仮処分の決定による業績に与える影響を見積ることができない状況です。 
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